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 報告事項 

   （１）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

   （２）工事進捗状況報告書について 

   （３）農地の現況変更について 

   （４）農地の転用事実に関する照会について 

 



 議事 

   （１）議題４５号 事業計画変更申請書の審議について 

   （２）議題４６号 農地法第３条の規定による許可処分について 

   （３）議第４７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （４）議第４８号 農用地利用集積計画書の審議について 

   （５）議第４９号 寒河江市農業振興地域整備計画の変更に係る審議について
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開会 午前 ９時００分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第１３回総会

を開催します。 

         はじめに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総

委員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全委員が出

席しておりますので、総会は成立します。 

なお、今月は総会に農地利用最適化推進委員９名中、９名

が出席しております。推進委員は、その担当する区域内にお

ける農地等の利用の最適化の推進について、意見を述べるこ

とができますので、申し添えます。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、７番の猪倉委員、１３番の芳賀委員にお願いし

ます。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、木村主任にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         報告事項につきまして、事務局のほうから報告させていた

だきます。 

 

         （報告事項朗読） 
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木村議長     ただいまの報告について何か質問はございますか。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） 特にありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

議第４５号から議第４９号までの議案について一括上程し

ます。 

         （１）議第４５号「事業計画変更申請書の審議について」 

         （２）議第４６号「農地法第３条の規定による許可処分に 

                 ついて」 

         （３）議第４７号「農地法第５条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （４）議第４８号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         （５）議第４９号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に係

る審議について」 

 

         以上、議第４５号から議第４９号まで一括上程します。 

次に、議事参与の制限ですが、議第４８号「農用地利用集

積計画書の審議について」、１３番の芳賀宏委員が関係委員と

なっております。 

         ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

片桐会長職務代理者、よろしくお願いします。片桐会長職務

代理者。 

 

片桐 会長 職務 代 理 者 はい、議長。１７番、片桐です。 
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         去る１２月１８日に開催されました事前審査会の報告を行

ないます。事前審査会では、今回の総会に係る案件について、

各地区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果

の報告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として、

寒河江農業振興地域整備計画の変更案件１件を審査しました。

 議第４９号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る審

議について」、順位１番、２番、西根地区の複合的商業施設の

整備についてです。順位１番の事業計画は、申請地に加えて、

都市計画区域の用途地域と農振白地の土地に複合的商業施設

の整備を行う計画となっております。ここで農振白地につい

て補足します。青地と白地というのがございまして、青地と

は農業振興地域内の農用地区地域のことを言いまして、略し

て農振地や青地と言われています。特徴としては今後１０年

以上にわたって農業用地以外の利用に厳しく制限しているも

のが青地となります。農振除外の対象地です。そして今回の

白地というのは農業振興地域内以外の農地を言いまして、青

地に対して白地と呼ばれています。特徴としては土地改良事

業を実施していないなどの理由から青地の指定をされていな

い農地で、青地よりは農地以外の利用の規制が比較的緩くな

っています。 

順位２番の事業計画は、順位１番の東側に隣接し、申請地

に複合的商業施設の整備を行う計画となっております。事前

審査会で現地調査を行った結果、優良農地がなくなることは

もったいないが、市の発展、雇用の創出を考えるとやむを得

ない。また、内川への排水について、配慮して頂きたい。市

道からの乗り入れとなると、交通量が増え、農耕者とのトラ

ブルが懸念される。このような意見がありました。この二つ

の案件について、この総会において他地区からの意見も頂き、

審議していただければと思います。その他申請された案件に

ついては、すべて異議なしとされたところです。 
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以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

 

木村議長     ご苦労様でした。 

         それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間に

ついては３０分程度としまして、９時４５分までとします。

それでは地区審査の間暫時休憩とします。 

 

 休憩 午前  ９時１５分 

 

 再開 午前  ９時４９分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         初めに、議第４５号「事業計画変更申請書の審議について」、

地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地区審査結

果の報告をお願いします。 

         はじめに、寒河江・南部地区、高橋委員、お願いします。

高橋委員。 

 

高橋委員    はい、議長。１４番、高橋です。 

         議第４５号「事業計画変更申請書の審議について」、９ペ

ージをお開きください。順位２番。 

 

         （議案書順位２番朗読） 

 

         １２月１３日の現地調査、１２月１８日の事前審査、地区

審査何れも異議ありませんでした。場所につきましては、議

第４７号と関連しますので後ほど説明します。 

 

木村議長     ありがとうございました。 
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続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい。議長。 

順位２番は住宅建築用敷地への転用申請になっております。

申請地は、農用地区域外の農地で、第１種農地及び第３種農

地のいずれの要件にも該当しない農地であり、小集団の生産

性の低い農地等で、第２種農地と判断します。第２種農地は

原則不許可ですが、住宅に囲まれた農地であり、また代替性

もなく、農地区分と転用目的は問題ないと考えます。また、

農地転用許可一般基準調査書に基づく調査の結果、不適な事

項はなく、問題ないと考えます。 

なお、議第４７号順位３１番でも出てきますので、ご審議

をよろしくお願いします。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４５号「事業計画変更申請書の審議について」、原案

のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４５号は原案のとおり決定いたし

ました。 
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木村議長     次に、議第４６号「農地法第３条の規定による許可処分に

ついて」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、地

区審査結果の報告をお願いします。 

         はじめに西根・三泉地区、西尾委員、お願いします。西尾

委員。 

 

西尾委員     はい、議長。４番、西尾です。議第４６号「農地法第３条

の規定による許可処分について」１１ページをご覧ください。 

 

 

         （議案書順位４３番朗読） 

 

 

         場所についてですが、寒河江から河北町に向かって県道２

５号を北東に向かって進んで、タイコー電気を左に曲がった

農道を進んだところの右側にあります。近くには元の農協三

泉支所があります。１２月１１日に西根・三泉地区の農業委

員、推進委員で現地調査を行いました。この農地は譲受人の

所有する果樹園に隣接しており、引き続き譲受人がさくらん

ぼ園として利用するもので問題ないと判断しました。 

地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて柴橋地区、後藤委員、お願いします。後藤委員。 

 

後藤委員     はい、議長。１０番、後藤です。１１ページをご覧くださ

い。 
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         （議案書順位４４番朗読） 

 

 

          譲受人と譲渡人は親子関係で、譲受人が長男となります。

今現在は弟さんが借り人となっておりますが、今後は長男が

借り人となるとのことです。 

１２月１２日柴橋地区の農業委員・推進委員全員で現地確

認を行いました。本日の地区審査でも異議ありませんでした。

場所については平塩地区で、最上川沿いに平塩の部落まで囲

んだ一体となります。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて白岩地区、郷野委員、お願いします。郷野委員。 

 

郷野委員     はい、議長。６番、郷野です。１２ページをご覧ください。 

 

 

         （議案書順位４５番朗読） 

 

 

         場所の方なんですけれども、国道１１２号線の南側、国道

４５８号線の西側の間にあるわけなんですけれども、やきと

り柳の付近に３枚ほどありまして、サンヨー山形営業所の近

くに１枚ございます。１２月１６日に白岩地区の農業委員・

推進委員で現地調査を行いました。この農地は譲受人の農地

に隣接、または近隣にある農地で、譲受人が引き続き耕作す

るということで問題ないと判断しました。地区審査でも異議

ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 
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続いて農地法に基づく許可要件について事務局から説明をお

願いします。事務局。 

 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         順位４３番、４４番、４５番まで、農地法第３条調査書に

基づく調査の結果、農地法第３条第２項各号には該当しない

ことが確認されましたので、許可の要件の全てを満たすと考

えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４６号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４６号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第４７号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地
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調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         はじめに寒河江・南部地区、高橋委員、お願いします。高

橋委員。 

 

高橋委員     はい、議長。１４番、高橋です。 

         議第４７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、１４ページをお開きください。 

 

         （議案書順位３１番朗読） 

 

         場所につきましては県道皿沼河北線沿いにある三協土木さ

んの所を東に約３００ｍ進み、さらに南に２３０ｍくらい進

んだ住宅街の中にあります。１２月１３日の現地調査、１２

月１８日の事前審査、地区審査ともに異議ありませんでした。

以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて西根・三泉地区、西尾委員、お願いします。西尾委

員。 

 

西尾委員     はい、議長。４番、西尾です。 

         １４ページをご覧ください。 

 

         （議案書順位３０番朗読） 

 

         場所ですが、市役所からマックスバリュー寒河江中央店に

向かう途中の左側、小山クリニックの道路を挟んで西側の向

かいになります。１２月１１日西根・三泉地区の農業委員、

推進委員で現地調査を行いました。借り人の現在の診療所が

手狭になり、近くにある農地を借り、隣接する自己所有の土
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地を含めて新たに診療所を新設するものです。都市計画区域

内用途地域にある農地で、周辺は宅地化され、すでに農地が

無く、計画通りであれば問題ないと判断しました。地区審査

でも異議ありませんでした。 以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

順位３０番は診療所建築用敷地への転用申請になっており

ます。申請地は、都市計画区域内の用途地域にある農地で、

第３種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、

農地区分と転用目的は問題ないと考えます。順位３１番は住

宅建築用敷地への転用申請になっております。申請地は農用

地区域外の農地で、第１種農地及び第３種農地のいずれにも

該当しない農地であり、小集団の生産性の低い農地等で、第

２種農地と判断します。第２種農地は原則不許可ですが、住

宅に囲まれた農地であり、また代替性もなく、農地区分と農

地転用目的は問題ないと考えます。また、いずれも農地転用

許可一般基準調査書に基づく調査の結果、不適な事項はなく、

問題ないと考えます。 

以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         それではこれより質疑に入ります。ただいまの地区担当委

員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手をお

願いします。 

 

         （発言なし） 
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木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４７号は原案のとおり許可相当と

して、県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第４８号「農用地利用集積計画書の審議について」、

１３番芳賀宏委員が関係委員となっておりますので、関係委

員は退席をお願いします。 

 

（関係委員退席） 

 

地区担当委員より、議案の朗読と現地調査の結果、地区審

査結果の報告をお願いします。 

はじめに、寒河江・南部地区、高橋委員、お願いします。

高橋委員。 

 

高橋委員      はい、議長。１４番、高橋です。 

          議第４８号「農用地利用集積計画書の審議について」１７

ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、２０ページの集計表をご覧ください。寒河江地区

１２筆、田０．８１ヘクタール、畑０．１７ヘクタール、樹
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園地０．３８ヘクタールです。南部地区２筆、樹園地０．０

５ヘクタールです。 

農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間管

理機構へ集積することに適していると判断しました。地区審

査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、西根・三泉地区、西尾委員、お願いします。西尾

委員。 

 

西尾委員      はい、議長。４番、西尾です。 

         １８ページをご覧ください。 

 

         （議案書朗読） 

 

２０ページ集計表をご覧ください。西根地区、１７筆、田

が０．４７ヘクタール、畑１．０２ヘクタール、樹園地０．

１９ヘクタールとなっております。 

農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間管

理機構へ集積することに適していると判断しました。地区審

査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、柴橋地区、後藤委員、お願いします。後藤委員。 

 

後藤委員      はい、議長。３番、後藤です。 

         １８ページをお開きください。 

 



 - 13 - 

         （議案書朗読） 

 

          農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手、特に新規就農者となってお

りますので、貸し出すために農地中間管理機構へ集積する

ことに適していると判断しました。地区審査でも異議あり

ませんでした。 

          続いて集計表になりますけれども、属地集計になります

ので柴橋地区は該当ありません。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、高松・醍醐地区、布施委員、お願いします。布施

委員。 

 

布施委員      はい、議長。１６番、布施です。 

         １８ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、２０ページの集計表をご覧ください。高松地区、

５筆、樹園地が０．４７ヘクタールとなっております。 

醍醐地区、１筆、畑が０．１３ヘクタールとなっておりま

す。 

          農地中間管理事業につきましては、いずれの農地も市街化

区域外であり、地区の担い手等に貸し出すために農地中間

管理機構へ集積することに適していると判断しました。地

区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

続いて、白岩地区、郷野委員、属地の集計表のみ説明をお
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願いします。郷野委員。 

 

郷野委員      はい、議長。６番、郷野です。 

          ２０ページの集計表をご覧ください。白岩地区、１筆、畑

が０．１１クタールとなっております。以上です。 

        

木村議長     ありがとうございました。 

        続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につい

て、事務局から説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

      何れも農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附

則第５条の改定により改正前の農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

木村議長     ありがとうございます。 

         それではこれより質疑に入ります。ただいまの地区担当委

員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手をお

願いします。鈴木委員 

 

鈴木委員      はい、議長。１１番、鈴木です。 

         No１２の借り受け人の○○○○さん、新規で借り受けられ

るということで許可申請があるようですけれども、実は地元

の中向地区におきまして色々な所を借りておられますけれど

も、適正に耕作なされてないのではないかな？と私は判断し

ております。今後、新規で契約なるところもそうなると悪い

ので、そういった要望を一言加えて頂きたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

木村議長     はい、このことについて事務局、何かありますか。事務局。 
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事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         ただいま鈴木委員からあったように、中間管理機構で窓口

になっております農協にも総会でこのような意見があったと

いうことを伝えたいと思います。 

 

木村議長     よろしくお願いします。やはり鈴木委員からもあったよう

に、○○君の農地についてはいたるところに耕作放棄地の農

地がありまして、こういった状況が今後続くようであればい

かがなものか、という意見でございますので、今事務局から

ありました通り、農協の方に強く申し入れて対処したいなと

思っております。また、○○君では中間管理事業の賃借料を

しっかり払っているということで中間管理機構としては許可

したとも聞いておりますので付け加えます。 

         他にありませんか。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     無いようですので採決します。議第４８号「農用地利用集

積計画書の審議について」、原案のとおり決定することに賛成

の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４８号は原案のとおり決定いたし

ました。議決が終わりましたので、関係委員の入室を許可し

ます。 

 

（関係委員入室） 
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木村議長     関係委員に申しあげます。 

        議第４８号は原案のとおり決定したことを報告します。 

         次に、議第４９号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に

係る審議について」、地区担当委員より、議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

        西根・三泉地区、西尾委員、お願いします。西尾委員 

 

西尾委員     はい、議長。４番、西尾です。 

        議第４９号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る審議 

について」２５ページをご覧ください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         １２月１８日に西根・三泉地区農業委員、推進委員で現地

調査を実施しました。当該農地は優良農地として確保されて

おり、農地としてはもったいないところではありますが、寒

河江市全体の産業の発展や雇用の創出を考えるとやむを得な

いないのではないか、という意見でした。しかしながら周辺

には多くの農地がありますので、今後、農業者への考慮する

こと、隣を流れます内川の排水に配慮していただきたいとい

う意見がありました。以上です。 

 

木村議長     続いて、事務局から説明を受ける前に、地元の農業委員と

して芳賀委員、鈴木委員から意見を頂戴したいと思います。

芳賀委員。 

 

芳賀委員     １３番芳賀です。先ほど西尾委員が報告した通りでありま

すけれども、西根地区としては農業振興地域でありますので

農業の適地が無くなるのは懸念しております。しかしながら、

総合的な面からすると致し方無いかな、といったところで了
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承せざるを得ないかと思います。 

         もう一つは施設へのアクセス道路に関することですが、国

道１１２号線と施設の南側にある市道がアクセスへの重要な

道路となりまして、南側の道路に農地が面しております。ト

ラクター等が頻繁に通過することとなりますので、交通事故

等が心配される点の配慮をお願いしたいです。 

 

木村議長     はい、続いて鈴木委員お願いします。鈴木委員。 

 

鈴木委員     １１番鈴木です。内容は芳賀委員が述べた通りであります。

この案件に関しては、昨年、１０月に内川雨水対策協議会の

中で説明会がありまして、納得したという経過があります。

また、１１月１７日でありますけれども、日田公民館におき

まして、西根地区の農業関係者を一同に集めて説明会があり

ました。なお、農林課農政係の菅野係長にも臨席いただき、

各種説明をしていただき、納得しておりましたので私は異議

ありません。 

 

木村議長     ありがとうございました。続いて事務局から説明をお願い

します。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

申請地は国道１１２号線寒河江バイパスと県道寒河江村山

線が交差するところで、陵東給油所の東側の農地になります。

この場所に、ヨークベニマルとダイユーエイトが複合的商業

用施設を整備する計画となっております。農振農用地区域か

ら除外後、農地転用申請となります。 

農振農用地区域から除外されると、農地区分は、ヨークベ

ニマルは第２種農地、ダイユーエイトは第１種農地と判断さ

れると考えます。許可基準立地基準について、ヨークベニマ
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ルは第２種農地、申請地に代えて、周辺の他の土地を供する

ことにより事業の目的を達成することができると認められる

場合は原則不許可ですが、代替性がないことから、許可申請

がなされた場合、許可できると考えます。また、ダイユーエ

イトは第１種農地、原則許可できないとなっていますが、寒

河江市と農業従事者の雇用割合を３割以上とする雇用協定を

締結することにより、農業従事者の就農機会の増大に寄与す

る施設に該当することになり、許可基準を満たせば、許可で

きると考えます。 

なお、雨水排水については、「雨水調整池（地下貯留）」を

設置することで基本的な対応を行い、基本的な排水経路は

「地区内に発生する雨水」→「調整池（地下貯留）」→「土地

改良区管理排水路（内川系排水路）」→「最上川へ放流（ポン

プ排水）」となり、寒河江川土地改良区と協議を行っています。 

今回は農振農用地区域からの除外申請時の計画となってお

り、農地転用申請がなされた時点で詳細な審査が必要と考え

ます。 

よろしくご審議のほどをお願いします。以上です。 

なお、農振担当の職員もオブザーバーとして参加しており

ますので発言いただいてはいかがでしょうか。 

 

木村議長     では菅野係長。 

 

農林課農政係長  はい、議長。農林課農政係の菅野と申します。本日オブザ

ーバーということで参加させていただいております。こちら

の農振除外の計画ですけれども、遡りますと平成２４年頃か

らずっと協議がなされておりまして、土地改良区さんの農地

の利用改善などに供されまして８年ほど事業計画が止まって

いたというものです。このタイミングで申請書と土地の所有

者との協議もまとまりまして、この度申請がなされたもので
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すけれども、この度は除外の申請ということでご協議いただ

いておりますが、順当に進みますと農地の転用、大規模な店

舗になりますので開発行為の許可、それから商業施設の立地

になりますので大規模小売店舗の立地法等様々な法的な手続

きが控えているような形です。 

         すべての手続きが完了するためには相当な時間を要すると

考えられておりまして、概ね来年度いっぱいの計画実施が可

能と見込んでおります。なお、農業委員さんのこの協議と併

せまして、ＪＡさん、それから土地改良区さんとの協議も併

せて行わせていただいておりますので本日地区審査でも協議

いただきました排水に関すること、それから農耕者の交通に

関する混雑に対する検討といったところを場合によっては警

察ですとか国道・県道の管理者と含めて協議をさらに行って

いくという計画でございます。 

         私からは以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございました。それでは、ただいまから暫時休

憩とします。 

 

 休憩 午前  １０時３０分 

 

 再開 午前  １０時３３分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

これまで話が上がった農業委員や推進委員からの意見があ

ったということを十分に考慮しながらこの話を進めていただ

ければと思っております。 

         それではこれより質疑に入ります。ただいまの地区担当委

員及び事務局からの説明について、発言のある方は挙手をお

願いします。 
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         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第４９号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る審

議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手

を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第４９号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

 

木村議長     これで、本日上程された議案については全て議決されまし

た。 

         以上をもちまして、本日の総会を終了します。 

         ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時３４分 
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     令和５年１２月２５日 
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